
 

四日市市告示第４２３号 

四日市市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

  令和７年５月２３日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱の一部を改正する要綱 

四日市市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱（平成１５年四日市市告示第２４５  

号）の一部を次のように改正する。 

 

第３号様式を次のように改める。 

 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

（表面）                     （裏面） 

 

 

注 

意 

事 

項 

 
 

一 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
認
定
証
を
事
業
者
に
提
出
し
て
く
だ

 
 
 

さ
い
。 

二 

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
若
し
く
は
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
又

 

は
第
一
号
訪
問
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る
事
業
（
自
己
負
担
割
合
が
保
険
給
付
と

 
同
様
の
も
の
に
限
る
。
）
で
す
。 

三 
前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
介
護
費
用
か
ら
介
護
費
用
に
給
付
率
を
乗
じ

 

た
額
を
引
い
た
額
に
な
り
ま
す
。 

四 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額
の
認
定
の
条
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額

 

の
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

 

転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

五 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
こ
の
証
を
添
え
て
、
市
に

 

そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

六 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分
を
受
け
ま
す
。 

 
訪問介護利用者負担額減額認定証 

(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置) 
 

交付年月日 

負担者番号         

受給者番号         

受 

給 

者 

住 所  

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  

氏 名 
 

生年月日  

介 護 保 険 

被 保 険 者 番 号 
 

適用年月日  

有 効 期 限  

減 額 内 容 

（給付率）  

発行機関名 

 及び印   
四 日 市 市   □印  

  

 



 附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和７年６月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この要綱の施行の際現に交付している改正前の四日市市訪問介護等利用者

負担額減額実施要綱の規定に基づく確認証は、この要綱による改正後の四日

市市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱の規定により交付されたものとみな

す。  

 

（健康福祉部介護保険課） 

 

 

 


